
日野市自動体外式除細動器貸出要綱

平成１９年 ６月１２日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、市民を対象とした各種行事に、自動体外式除細動器（以下「ＡＥ

Ｄ」という。）を貸与することにより、心肺停止者へ早期の救命手当を行い、もって

市民の健康と安全の確保に資することを目的とする。

(貸出の対象)

第2条 ＡＥＤの貸出は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

（１）市が主催（共催を含む。）する行事

（２）市が後援・協力する行事

（３）市民が主催し、かつ営利を目的としない行事

（４）その他、市長が必要と認めた場合

(貸出の要件)

第3条 前条の行事等の主催者は、原則として医師等の医療従事者又は救急救命講習を

受講した者を配置しなければならない。

(貸出の期間)

第4条 ＡＥＤの貸出期間は、１回の申請につき７日以内（市の休日を含む。）とする。

ただし、市長が特に必要があると認めたときは、延長することができる。

(貸出の申請)

第5条 ＡＥＤの貸出を受けようとする者は、貸出を希望する日の２か月前から７日前

までにＡＥＤ借用申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。

(貸出の決定)

第6条 市長は、前条の規定によりＡＥＤ借用申請書が提出された場合、その内容を

審査し、貸出を決定したときは貸出決定通知書（第２号様式）により、貸出をしな

いことを決定したときは貸出不承認通知書（第３号様式）により申請者に通知しな

ければならない。

(維持管理)

第7条 前条の規定により貸出の決定通知を受けたもの（以下「使用者」という。）は、

使用説明書による取扱いを遵守の上、ＡＥＤを常に良好な状態で管理し、使用しな

ければならない。また、ＡＥＤを申請した目的以外に利用し、又は転貸してはなら

ない。



(費用負担)

第8条 貸出期間中、ＡＥＤを傷病者に対して使用した場合において、その使用した付

属品のパッドの新しいパッドへの更新は、ＡＥＤ返却後速やかに市長の責任及び負

担において行う。

(損害賠償)

第9条 市長は、使用者がＡＥＤを紛失し、又は破損した場合には、市長が相当と認め

る金額をもって、賠償させるものとする。

(損害賠償責任)

第10条 市は、ＡＥＤの誤った使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わ

ない。

(返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者からＡＥＤを返還さ

せることができる。

（１）使用者がＡＥＤを使用しなくなったとき。

（２）市長が必要と認めたとき。

付 則

この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。



ＡＥＤ借用申請書

申請日 年 月 日

団体名

代表者

代表者住所

代表者電話番号

使用責任者

（AED 講習会受講済者）

使用責任者住所

使用責任者電話番号

貸出申請期間 年 月 日から

年 月 日まで（ 日間）

利用理由

使用にあたっての承諾事項 サイン

貸出を受けるにあたり、本品を紛失・盗難などで返却できなくなった

場合には、同等品を購入の上弁償いたします。

本品の返却時に使用報告書を提出いたします。

※以下 市記入欄

係 係長 課長補佐 課長

第１号様式（第 5 条関係）

台帳記入 報告書受領



ＡＥＤ貸出決定通知書

申請日 年 月 日

団体名

代表者

代表者住所

代表者電話番号

使用責任者

（AED 講習会受講済者）

使用責任者住所

使用責任者電話番号

貸出申請期間 年 月 日から

年 月 日まで（ 日間）

上記のとおり貸出を許可します。返却時に下記使用報告書を提出して下さい。

日野市長

切り取り線

使用報告書

使用団体名

使用責任者名

使用の有無 有 無

使用した場合の使

用状況報告

本体の損傷原因と

なるような事故

落下 水濡れ 加重

その他（ ）

返却日 年 月 日

返却できない理由 なし 盗難 紛失 その他（ ）

第２号様式(第 6 条関係)



ＡＥＤ貸出不承認通知書

申請日 年 月 日

団体名

代表者

代表者住所

代表者電話番号

使用責任者

（AED 講習会受講済者）

使用責任者住所

使用責任者電話番号

貸出申請期間 年 月 日から

年 月 日まで（ 日間）

上記のとおり申請いただいたＡＥＤ貸出については、不承認としましたので

その旨通知します。

理由：

日野市長

第３号様式(第 6 条関係)


